
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

1）石綿含有建材事前調査に伴う石綿含有建材撤去の追加

2）残置物処分の追加

3）屋外付帯工事の仕様変更

4）敷地西歩道改修工事の仕様変更

5）戸建て住戸家屋調査（事後）取止め

契約変更理由

   処分が必要となった為。

2）現地詳細調査の結果、残置物処分が増工となった為。

　

3）屋外付帯工事の仕様変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が

   向上する為

4）道路管理者との協議により変更が生じた為。

5）当該住戸家主の意向により家屋調査（事後）が不要となった為。

1）石綿含有建材事前調査の結果、当初設計以外の石綿含有建材の撤去・

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 新生田川住宅5・6号棟とりこわし及び敷地整備工事　設計変更


